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◎
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

○
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

修 
 

 

正 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
三
百
十
六
条
の
三
十
八 

裁
判
所
は
、被
害
者
参
加
人
又
は
そ
の
委
託
を
受
け

た
弁
護
士
か
ら
、事
実
又
は
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
の

申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
審
理
の
状
況
、
申
出
を
し
た
者
の
数
そ
の
他
の

事
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
公
判
期
日
に
お
い
て
、
第
二
百
九

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
意
見
の
陳
述
の
後
に
、訴
因
と
し
て

特
定
さ
れ
た
事
実
の
範
囲
内
で
、申
出
を
し
た
者
が
そ
の
意
見
を
陳
述
す
る
こ

と
を
許
す
も
の
と
す
る
。 

② 

前
項
の
規
定
に
よ
る
陳
述
は
、具
体
的
な
刑
の
量
定
に
つ
い
て
の
意
見
に
わ

た
つ
て
は
な
ら
な
い
。 

③ 

第
一
項
の
申
出
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
陳
述
す
る
意
見
の
要
旨
を
明
ら
か
に
し

て
、
検
察
官
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、

意
見
を
付
し
て
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

④ 

裁
判
長
は
、第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ

か
、被
害
者
参
加
人
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
の
意
見
の
陳
述
が
第
一

項
に
規
定
す
る
範
囲
を
超
え
る
と
き
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
に
わ
た

る
と
き
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑤ 

（
略
） 

第
三
百
十
六
条
の
三
十
八 

裁
判
所
は
、被
害
者
参
加
人
又
は
そ
の
委
託
を
受
け

た
弁
護
士
か
ら
、事
実
又
は
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
の

申
出
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
審
理
の
状
況
、
申
出
を
し
た
者
の
数
そ
の
他
の

事
情
を
考
慮
し
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
公
判
期
日
に
お
い
て
、
第
二
百
九

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
意
見
の
陳
述
の
後
に
、訴
因
と
し
て

特
定
さ
れ
た
事
実
の
範
囲
内
で
、申
出
を
し
た
者
が
そ
の
意
見
を
陳
述
す
る
こ

と
を
許
す
も
の
と
す
る
。 

 

（
新
設
） 

 

② 

前
項
の
申
出
は
、あ
ら
か
じ
め
、陳
述
す
る
意
見
の
要
旨
を
明
ら
か
に
し
て
、

検
察
官
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
は
、
意
見

を
付
し
て
、
こ
れ
を
裁
判
所
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

裁
判
長
は
、第
二
百
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ

か
、被
害
者
参
加
人
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
弁
護
士
の
意
見
の
陳
述
が
第
一

項
に
規
定
す
る
範
囲
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

④ 

（
略
） 
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○
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

修 
 

 

正 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

（
区
分
事
件
の
審
理
に
お
け
る
検
察
官
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
） 

第
七
十
七
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

（
略
） 

 

（
区
分
事
件
の
審
理
に
お
け
る
検
察
官
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
） 

第
七
十
七
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

５ 

（
略
） 
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○
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
六
十
六
回
国
会
閣
法
第
七
十
七
号
） 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

修 
 

 

正 
 

 

前 

 
 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

四 

附
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
以
外
の
部
分
括

弧
書
の
規
定 

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の

日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日 

 

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
六
条
の
五

第
十
一
号
、
第
三
百
十
六
条
の
十
一
（
第
三
百
十
六
条
の
五
第
十
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
編
第
三
章
第
三
節
の
規
定
（
次
項
に
お
い
て
「
被

害
者
参
加
関
係
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
係
属
し

て
い
る
刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

前
判
決
が
確
定
し
た
刑
事
被
告
事
件
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後

再
審
開
始
の
決
定
が
確
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
被
害
者
参
加
関
係
規
定
は
、
裁
判
員
の
参
加

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

   

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
六
条
の
五

第
十
一
号
、
第
三
百
十
六
条
の
十
一
（
第
三
百
十
六
条
の
五
第
十
一
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
編
第
三
章
第
三
節
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
刑
事
被
告
事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の

法
律
の
施
行
の
日
前
判
決
が
確
定
し
た
刑
事
被
告
事
件
で
あ
っ
て
こ
の
法
律

の
施
行
の
日
以
後
再
審
開
始
の
決
定
が
確
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、同
様
と

す
る
。 

 

（
新
設
） 
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す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
以
後
の
日
で
あ
っ
て
こ
の
法
律

の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
ま
で
の
間
は
、
次
に
掲
げ
る
事
件
（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に

関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
前
と
な
る
場
合
に
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
事
件
。
こ
の
項
後
段
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
刑
事
被
告

事
件
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
当
該
政
令
で
定
め
る
日
以
前
に
公
訴
が
提

起
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
事
件
に
係
る
刑
事
被
告
事
件
で
あ
っ
て
当
該
政
令
で

定
め
る
日
後
に
係
属
し
て
い
る
も
の
及
び
当
該
政
令
で
定
め
る
日
以
前
に
判

決
が
確
定
し
た
次
に
掲
げ
る
事
件
に
係
る
刑
事
被
告
事
件
で
あ
っ
て
当
該
政

令
で
定
め
る
日
後
に
再
審
開
始
の
決
定
が
確
定
し
た
も
の
に
つ
い
て
も
、同
様

と
す
る
。 

一 

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
合
議

体
で
取
り
扱
っ
て
い
る
事
件 

 

二 

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
前
に
公
訴

が
提
起
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
事
件（
同
法
の
施
行
の
日
以
後
に
公
訴
が
提
起

さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
事
件
の
弁
論
と
そ
の
弁
論
が
併
合
さ
れ
て
い
る
も
の

を
除
く
。
） 

イ 

死
刑
又
は
無
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮こ

に
当
た
る
罪
に
係
る
事
件 

ロ 

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
件
で
あ
っ
て
、故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を

死
亡
さ
せ
た
罪
に
係
る
も
の
（
イ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

三 

前
号
に
掲
げ
る
事
件
の
弁
論
と
そ
の
弁
論
が
併
合
さ
れ
て
い
る
事
件（
同

号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 
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３ 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

 


